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別紙２ 

 

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準 

 

当社は、当社の社外取締役及び社外監査役並びにそれぞれの候補者において、以下に定める事項

をすべて満たす場合、当社からの独立性があると判断しています。 

 

１〄現事業年度及び過去９事業年度において、当社及び当社の関係会社（当社の親会社、当社親

会社の子会社及び孫会社。以下「当社グループ」という。）の業務執行者（注１）又は非業務

執行者（注２）でないこと。 

２〄次の：からＡのいずれにも現事業年度及び過去３事業年度にわたって該当している者。 

 ：〄当社グループを主要な取引先とする者（注３）又はその業務執行者でないこと。 

 ；〄当社グループの主要な取引先（注４）又はその業務執行者でないこと。 

 ＜〄当社の大株主（注５）又はその業務執行者でないこと。 

 ＝〄当社グループが大口出資者（注６）となっている者の業務執行者でないこと。 

 ＞〄当社グループから役員報酬以外に多額の金銭、その他の財産（注７）を得ているコンサル

タント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である

場合は、当該団体に所属する者。）でないこと。 

 ？〄当社グループから多額の寄付又は助成金を受けている者（注８）又はその業務執行者でな

いこと。 

 ＠〄当社グループの会計監査人（会計監査人が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に

所属する者。）でないこと。 

 Ａ〄当社グループの業務執行者が他の会社において社外役員に就いている場合における当該他

の会社の業務執行者でないこと。 

３〄次の a及びｂいずれの近親者（注９）でもないこと。 

 ａ〄前項：からＡまでのいずれかを現事業年度及び過去３事業年度において１事業年度でも満

たさない者。ただし、前項：から＝、？及びＡの業務執行者においては、重要な業務執行

者（注１０）、＞においては、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者、＠におい

ては、所属する組織における重要な業務執行者及び公認会計士などの専門的な資格を有す

る者に限る。 

 ｂ〄現事業年度及び過去３事業年度のいずれかにおいて当社グループの重要な業務執行者又は

非業務執行者。 

 

（注１）業務執行者とは、法人、その他団体の業務執行取締役、執行役、その他法人等の業務を

執行する役員、会社法上の社員、理事、その他これに相当する者、使用人等、業務を執行

する者をいう。 

（注２）非業務執行者とは、法人、その他団体の非業務執行取締役、監査役をいう。 

（注３）当社グループを主要な取引先とする者とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 
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   ①当社グループに対して製品又はサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先

が属する連結グループに属する者。）であって、直近事業年度における当社グループへの当

該取引先グループの取引額が１億円又は当該取引先グループの連結売上高の２％のいずれ

か高い方の額を超える者。 

   ②当社グループが負債を負っている取引先グループであって、直近事業年度における当社

グループの当該取引先グループへの全負債額が１億円又は当該取引先グループの連結売上

高の２％のいずれか高い方の額を超える者。 

（注４）当社グループの主要な取引先とは、以下のいずれかに該当する者をいう。 

   ①当社グループが製品又はサービスを提供している取引先グループであって、直近事業年

度における当社グループの当該取引先グループへの取引額が１億円又は当社グループの連

結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者。 

   ②当社グループに対して負債を負っている取引先グループであって、直近事業年度におけ

る当社グループの当該取引先グループへの全負債額が１億円又は当該取引先グループの連

結売上高の２％のいずれか高い方の額を超える者。 

   ③当社グループが借入をしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループ

に属する者。）であって、直近事業年度における当社グループの当該金融機関グループから

の全借入額が当社グループの連結総資産の２％を超える者。 

（注５）大株主とは、直接保有及び間接保有を含む総議決権割合が１０％以上である者をいう。 

（注６）大口出資者とは、直接保有及び間接保有を含む総議決権割合が１０％以上である者をい

う。 

（注７）多額の金銭、その他の財産とは、その価格の総額が直近３事業年度の平均で１〃０００

万円又はその者の直近事業年度の売上高又は総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超

えている者をいう。 

（注８）当社グループから多額の寄付又は助成金を受けている者とは、当社グループから直近３

事業年度の平均で１〃０００万円又はその者の直近事業年度の売上高又は総収入額の２％

のいずれか高い方の額を超えている者をいう。 

（注９）近親者とは、配偶者、２親等内の親族及び生計を一にする者をいう。 

（注１０）重要な業務執行者とは、業務執行者のうち、業務執行取締役、執行役、その他法人等

の業務を執行する役員及び部門責任者等の重要な業務を執行する者をいう。 
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別紙３ 

 

株主の皆様とのエンゲージメント 

 

１．基本方針 

  当社は、持続的な成長及び中長期的な企業価値向上に資するため、IR活動を通じ、株主の皆

様、その他の投資家の皆様から当社に対する信頼と適切な評価を得ることを目指します。 

 

２．統括責任者及び担当部門 

統括責任者として IR 担当取締役を選任し、広報・IR 業務を行う独立した担当部門を設置す

るとともに、エンゲージメントを補完するために、部門間での情報共有を確実に行うべく有

機的な社内連携を確保しております。 

 

３．IR活動の充実に関する取組み  

機関投資家に対しては、社長と IR 担当取締役をスピーカーとした決算説明会を四半期毎に

開催すると共に、決算説明会終了後には、IR 担当取締役と広報・IR 担当部門スタッフが、

数週間に渡りスモールミーティング並びに個別訪問を実施し、直接質疑応答を行うことで当

社への理解度向上に努めています。 

海外投資家に対しては、英訳した決算説明会資料、リリース文、HP 等を適切に開示すること

によって、また、個人投資家に対しては、年数回開催の個人投資家向け説明会、株主通信、

HP 等を通じて当社への理解度促進に努めています。 

 

４．株主の皆様の意見・懸念についての取締役会に対するフィードバックの方策 

IR 活動及びそのフィードバック、株主移動等の情報については、取締役会にて IR 担当取締

役より適宜報告が行われ、取締役や監査役との情報共有を実施しています。 

 

５．インサイダー情報の管理に関する方策 

株主・投資家・アナリストの皆様との対話において、社内規程「インサイダー取引防止規程」

を遵守することより、インサイダー情報を適切に管理しています。 
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